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Ⅰ はじめに 

１ 背景 

令和元年 12 月末、中華人民共和国湖北省武漢市で原因不明の肺炎が集団発生し、

令和２年１月には我が国でも新型コロナウイルス感染症（COVID-19）１（以下、「新型

コロナ」という。）の感染者が確認された。その後、同年２月には、本市でも最初の感

染者が確認された。 

同年３月には新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第 31号。以下、

「特措法」という。）が改正され、新型コロナを同法の適用対象とし、同法に基づく新

型インフルエンザ等対策本部（以下、「政府対策本部」という。）の設置、基本的対処

方針の策定が行われる等、国を挙げて取り組む体制が整えられた。 

本市においては、新型コロナの感染拡大により、感染症対策としてのワクチン接種

をはじめ、市民生活や地域経済にも大きな影響が及んでいることから、市民の暮らし

や市内事業者の経済活動を支援するなど、様々な対策を実施してきた。 

そして、国内感染者の確認から３年余り経過した令和５年５月８日、新型コロナは、

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10年法律第 114号。

以下、「感染症法」という。）上の５類感染症２に位置付けられ、同日に朝霞市新型イ

ンフルエンザ等対策本部（以下、「市対策本部」という。）は廃止された。 

今般、３年超にわたって新型コロナによる感染症危機３に直面してきたが、この経

験を通じて強く認識したことは、感染症危機が、市民の生命及び健康への大きな脅威

であるだけでなく、経済や社会生活を始めとする市民生活の安定にも大きな脅威とな

るものであったことである。そして、感染症危機は新型コロナ対応のみで終わるもの

ではなく、次なる感染症危機が将来発生する可能性が高いことを改めて認識した。 

私たちは、新型コロナ対応を通じて、多くの知見を蓄積した。また、新型コロナを

通じて見えてきた課題もある。市として、それらを今後想定される感染症危機対応に

生かすとともに、本市の持続的発展を可能とするため、コロナを超克した 10 年先、

20 年先を見据えて、その礎を築いていくことの必要性を認識している。 

                                                      
１  病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保健機関

（WHO）に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるもの。 
２  感染症法第６条第６項に規定する感染症。 
３  国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にま

ん延し、国民の生命及び健康並びに国民生活及び国民経済に重大な影響が及ぶ事態。 
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特に、パンデミック４も含めた「激甚化・頻発化する災害への危機対応」について

は、歴史的課題として位置付け、現在も危機感を持って臨んでいるところである。 

新型コロナ対応では、市内の関係機関が一丸となって、この未知のウイルスに対峙

（たいじ）した。関係機関同士の顔の見えるネットワークを平時から構築するととも

に、これまでの培った知見を風化させることなく次代に紡いでいくことの重要性を痛

感している。 

 

  

                                                      
４  国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にま

ん延し、国民の生命及び健康並びに国民生活及び国民経済に重大な影響が及ぶ事態。 
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２ 新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行

と行動計画の策定 

（１）新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定 

新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルスとウイ

ルスの抗原性が大きく異なる新型のウイルスが出現することにより、およそ 10 年か

ら 40 年の周期で発生している。ほとんどの人が新型のウイルスに対する免疫を獲得

していないため、パンデミックとなり、大きな健康被害とこれに伴う社会的影響をも

たらすことが懸念されている。 

また、コロナウイルスのような既知の病原体であっても、ウイルスの変異等により

ほとんどの人が免疫を獲得していない新型のウイルスが出現すれば、パンデミックに

なることが懸念される。 

さらに、未知の感染症である新感染症についても、その感染力の程度によっては社

会的影響が大きいものが発生する可能性がある。 

特措法は、病原性が高い新型インフルエンザ等感染症、同様に危険性のある指定感

染症及び新感染症が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国

民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的に、国、県、市町村、指定地

方公共機関５等、及び事業者等の責務、新型インフルエンザ等の発生時における措置、

まん延防止等重点措置６、緊急事態措置７等の特別の措置を定めたものであり、感染症

法等と相まって、国全体としての万全の態勢を整備し、新型インフルエンザ等対策の

強化を図るものである。 

 

                                                      
５  特措法第２条第８号に規定する指定地方公共機関。電気、ガス、鉄道等の社会インフラや医療、金融、通信

等に関連する事業者が指定されている。 
６  特措法第２条第３号に規定する新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置のこと。第 31 条の８第１項の

規定に基づき、新型インフルエンザ等が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大

な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、まん延防止

等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認める

とき、国が公示した期間において、当該区域を管轄する都道府県が講ずる措置。例えば、措置を講ずる必要

があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更等を要請すること等が含まれる。 
７  特措法第２条第４号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置のこと。国民の生命及び健康を保護し、

並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共

機関及び指定地方公共機関が特措法の規定により実施する措置。例えば、生活の維持に必要な場合を除きみ

だりに居宅等から外出しないことを要請することや、多数の者が利用する施設の使用の制限又は停止等を要

請すること等が含まれる。 
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（２）特措法が対象とする感染症 

特措法の対象となる新型インフルエンザ等は、以下のとおりである。 

国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、全国的かつ急速にまん

延し、かつ、病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に

重大な影響を及ぼすおそれがあるものを対象としている。 

① 新型インフルエンザ等感染症 

② 指定感染症（当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国

的かつ急速なまん延のおそれがあるもの） 

③ 新感染症（全国的かつ急速なまん延のおそれがあるもの）である。 

 

（３）市行動計画の作成 

平成 25 年６月７日、国は、特措法第６条に基づき「新型インフルエンザ等対策政

府行動計画」（以下、「政府行動計画」という。）を作成し、県は、特措法第７条第１項

の規定により、政府行動計画に基づき、平成 26 年１月「埼玉県新型インフルエンザ

等対策行動計画」（以下、「県行動計画」という。）を作成した。 

それにあわせて、市では特措法第８条第１項の規定により、平成 26 年 11 月「朝霞

市新型インフルエンザ等対策行動計画」（以下、「市行動計画」という。）を作成した。 

市行動計画は、本市の区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的

な方針や市が実施する措置等を示しており、特定の感染症や過去の事例のみを前提と

するのではなく、新型インフルエンザや新型コロナ等以外の新たな呼吸器感染症等が

流行する可能性をも想定しつつ、発生した新型インフルエンザ等の特性を踏まえ、

様々な状況で対応できるよう、対策の選択肢を示すものである。 

なお、新型インフルエンザ等に関する最新の科学的知見、新型インフルエンザ等対

策の経験や訓練等を通じた改善等を踏まえ、適時適切に市行動計画の変更を行うもの

とする。 

 

（４）市行動計画の抜本的な改定 

このたび、国では、新型コロナ対応を踏まえ、令和６年７月２日に、政府行動計画

を抜本的に改定し、県では令和７年１月に県行動計画を改定した。 
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それを受けて、市では新型コロナ対応における課題や知見を総括し、政府行動計画

及び県行動計画の改定も踏まえ、市行動計画を改定した。 
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Ⅱ 総論 

１ 新型インフルエンザ等対策の基本方針 

（１）新型インフルエンザ等対策の目的及び基本的な戦略 

新型インフルエンザ等の発生時期を正確に予知することは困難であり、また、その

発生そのものを阻止することは不可能である。また、世界中のどこかで新型インフル

エンザ等が発生すれば、国内及び市内への侵入も避けられないと考えられる。病原性

が高くまん延のおそれのある新型インフルエンザ等が発生すれば、市民の生命及び健

康や市民生活及び市民経済にも大きな影響を与えかねない。新型インフルエンザ等に

ついては、長期的には、市民の多くがり患するおそれがあるものであるが、患者の発

生が一定の期間に偏ってしまった場合は、医療提供体制のキャパシティを超えてしま

うということを念頭に置きつつ、新型インフルエンザ等対策を市の重要な課題と位置

付け、次の２点を主たる目的として対策を講じていく必要がある。 

① 感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する。 

② 市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにする。 

 
 

＜対策の効果（概念図）＞ 
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（２）新型インフルエンザ等対策の基本的な考え方 

市行動計画は、特定の感染症や過去の事例のみを前提とするのではなく、新型イン

フルエンザや新型コロナ等以外の新たな呼吸器感染症等が流行する可能性を想定し

つつ、発生した新型インフルエンザ等の特性を踏まえ、様々な状況で対応できるよう、

県行動計画に基づき、次の点を柱として対策の選択肢を示すものである。 

なお、実際に新型インフルエンザ等が発生した際には、感染症の特徴、病原体の性

状（病原性、感染力、遺伝子型等）、流行の状況、地域の実情その他の状況を踏まえ、

人権への配慮や、対策の有効性、実行可能性及び対策そのものが市民生活及び市民経

済に与える影響等を総合的に勘案し、市行動計画等で記載するものの中から、実施す

べき対策を選択し決定する。 

 

【準備期】 発生前の段階では、地域における医療提供体制の整備や市民に対する啓

発、事業継続計画等の策定、DX の推進や人材育成、実践的な訓練の実施による

対応体制の定期的な点検や改善等、新型インフルエンザ等の発生に備えた事前

の準備を周到に行っておくことが重要である。 

 
【初動期】国内で発生した場合を含め、世界で新型インフルエンザ等に位置付けら

れる可能性がある感染症が発生した段階では、直ちに初動対応の体制に切り替

える。 

   

【対応期１】市対策本部が設置され、国の基本的対処方針が策定されて以降の対応

期のうち、国内の発生当初の時期（以下、「発生の初期段階」という。）では、感

染リスクのある者の外出自粛や病原性に応じて、不要不急の外出の自粛要請や

施設の使用制限等を行い、感染拡大のスピードをできる限り抑えることを目的

とした各般の対策を講ずる。 

 

【対応期２】 国内で感染が拡大し、病原体の性状等に応じて対応する時期では、国、

県、市町村、事業者等は、相互に連携し、医療提供体制の確保や市民生活及び市

民経済の維持のために最大限の努力を行う必要がある。 

  一方、社会の緊張が高まり、変化する状況に対策が必ずしも適合しなくなるこ

とも含め、様々な事態が生じることが想定される。 
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  このため、不測の事態にも対応できるよう、社会の状況を把握し、臨機応変に

対処していくことが求められる。 

  また、地域の実情等に応じて、市が県対策本部と調整の上、柔軟に対策を講ず

ることができるようにするとともに、医療機関を含めた現場が動きやすくなる

ような配慮や工夫を行う。 

 

【対応期３】その後、ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期では、科学的

知見の集積、検査体制や医療提供体制の整備、ワクチンや治療薬の普及等の状況

の変化等に合わせて、適切なタイミングで、柔軟かつ機動的に対策を切り替える。 

 

【対応期４】最終的には、流行状況が収束し、特措法によらない基本的な感染症対

策に移行する時期を迎える。 

 

（３）市行動計画の改定概要 

市行動計画は、感染症有事８に際して迅速に対処を行うため、あらかじめ感染症有

事の際の対応策を整理し、平時の備えの充実を図るものである。感染症有事に際して

は、国の基本的対処方針や、市行動計画の様々な対策の選択肢を参考に、対応を行っ

ていくこととなる。 

従前の市行動計画は、平成 26 年 11 月に策定されたものであるが、今般、政府行動

計画の抜本改正に合わせ、市行動計画も初めてとなる抜本改正を行う。主な改正内容

は以下のとおりである。 

 

① 想定される感染症 

新型インフルエンザや新型コロナ等だけでなく、その他の幅広い呼吸器感染症等

をも念頭に置く。 

 

                                                      
８  新型インフルエンザ等に位置付けられる可能性のある感染症の発生の情報を探知した段階から特措法第

21 条に規定する政府対策本部の廃止までをいう。 
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② 時期区分の変更 

記載を３期（準備期、初動期及び対応期）に分け、特に準備期の取組を充実する。 

 

③ 対策項目の充実 

新型コロナ対応で課題となった項目を独立させ、記載の充実を図る。感染が長期

化する可能性も踏まえ、感染拡大への対応や、ワクチン接種体制の構築などについ

ても明確化する。 

 

④ 実効性の確保 

実施状況のフォローアップや定期的な改定を行うとともに、国、県及び市町村を

始めとした多様な主体の参画による実践的な訓練を実施する。 

 

（４）新型インフルエンザ等対策実施上の留意事項 

国、県、市町村又は指定地方公共機関等は、新型インフルエンザ等の発生時やその

準備段階に、特措法その他の法令、市行動計画及びそれぞれの行動計画又は業務計画

に基づき、相互に連携協力し、新型インフルエンザ等対策の的確かつ迅速な実施に万

全を期す。この場合において、次の点に留意する。 

 

① 平時の備えの整理や拡充 

感染症危機への対応には平時からの体制作りが重要である。このため、平時の備

えの充実を進め、訓練により迅速な初動体制を確立することを可能とするとともに、

情報収集・共有、分析の基盤となる DX の推進等を行う。 

 

② 感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえた対策の切替え 

対策に当たっては、バランスを踏まえた対策と適切な情報提供・共有により市民

生活及び社会経済活動への影響を軽減させるとともに、身体的、精神的及び社会的

に健康であることを確保することが重要である。このため、感染拡大防止と社会経
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済活動のバランスを踏まえた対策の切替えを円滑に行い、市民の生命及び健康の保

護と市民生活及び社会経済活動に及ぼす影響が最小となるよう対策を講ずる。 

 

③ 基本的人権の尊重 

国、県及び市町村は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、基本的人

権を尊重することとし、特措法による要請や行動制限等の実施に当たり、市民及び

市内事業者（以下、「市民等」という。）の自由と権利に制限を加える場合は、その

制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものとする。 

新型インフルエンザ等対策の実施に当たって、法令の根拠があることを前提とし

て、リスクコミュニケーション９の観点からも、市民等に対して十分説明し、理解を

得ることを基本とする。 

また、感染者やその家族、医療関係者に対する誹謗(ひぼう)中傷等の新型インフ

ルエンザ等についての偏見・差別は、これらの方々への人権侵害であり、あっては

ならないものである。これらの偏見・差別は、患者の受診行動を妨げ、感染拡大の

抑制を遅らせる原因となる可能性がある。また、新型インフルエンザ等に対応する

医療従事者等の人員の士気の維持の観点等からも、防止すべき課題である。 

さらに、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、より影響を受けがちで

ある社会的弱者への配慮に留意する。感染症危機に当たっても市民の安心を確保し、

新型インフルエンザ等による社会の分断が生じないよう取り組む。 

 

④ 危機管理としての特措法の性格 

特措法は、感染症有事における危機管理のための制度であって、緊急事態に備え

て様々な措置を講ずることができるよう制度設計されている。しかし、新型インフ

ルエンザ等感染症、指定感染症や新感染症が発生したとしても、病原性の程度や、

ワクチンや治療薬等の対策が有効であること等により、まん延防止等重点措置や緊

急事態措置を講ずる必要がないこともあり得ると考えられ、どのような場合にもこ

れらの措置を講ずるものではないことに留意する。 

                                                      
９  個人、機関、集団間での情報や意見のやりとりを通じて、リスク情報とその見方の共有を目指す活動であ

り、適切なリスク対応（必要な情報に基づく意思決定・行動変容・信頼構築等）のため、多様な関与者の相

互作用等を重視した概念。 
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⑤ 関係機関相互の連携協力の確保 

市対策本部は、県対策本部と、相互に緊密な連携を図りつつ、新型インフルエン

ザ等対策を総合的に推進する。 

市は、新型インフルエンザ等対策に関して、特に必要があると認めるときは、県

に対して総合調整の要請を行う。 

 

⑥ 高齢者施設や障害者施設等の社会福祉施設等における対応 

感染症危機における高齢者施設、障害者施設、児童養護施設等の社会福祉施設等

において必要となる医療提供体制等について、平時から検討し、感染症有事に備え

る。 

 

⑦ 感染症危機下の災害対応 

市は、感染症危機下の災害対応についても想定し、平時から防災備蓄や医療提供

体制の強化等を進め、避難所施設の確保等を進めることや、自宅療養者等の避難の

ための情報共有等の連携体制を整えること等を進める。 

感染症危機下で地震等の災害が発生した場合には、市は、国及び県と連携し、発

生地域における状況を適切に把握するとともに、必要に応じ、避難所における感染

症対策の強化や、自宅療養者等への情報共有、避難の支援等を速やかに行う。 

 

⑧ 感染症拡大時のデジタル技術の活用 

感染症危機対応には、DX の推進や技術革新による対応能力の強化が重要となる。

特に、感染症拡大時において、人との直接的な接触を伴うことなく医療をはじめと

した社会経済活動についてデジタル技術を通じて維持することが期待できる。 

    

⑨ 記録の作成や保存 

市は、新型インフルエンザ等が発生した段階で、市対策本部における新型インフ

ルエンザ等対策の実施に係る記録を作成し、保存し、公表する。  
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２ 対策推進のための役割分担 

（１）国の役割 

国は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、自ら新型インフルエンザ等対策を

的確かつ迅速に実施し、県、市町村及び指定地方公共機関等が実施する新型インフル

エンザ等対策を的確かつ迅速に支援することにより、国全体として万全の態勢を整備

する責務を有する。また、国は、WHO 等の国際機関や諸外国との国際的な連携を確保

し、対策に取り組む。 

また、国は、新型インフルエンザ等及びこれに係るワクチンその他の医薬品の調査

や研究の推進に努めるとともに、新型インフルエンザ等に関する調査及び研究に係る

国際協力の推進に努める。国は、こうした取組等を通じ、新型インフルエンザ等の発

生時におけるワクチンや診断薬、治療薬等の早期の開発や確保に向けた対策を推進す

る。 

国は、新型インフルエンザ等の発生前は、政府行動計画に基づき、準備期に位置付

けられた新型インフルエンザ等対策を着実に実施するとともに、定期的な訓練等によ

り新型インフルエンザ等対策の点検及び改善に努める。また、国は、新型インフルエ

ンザ等対策閣僚会議（以下、「閣僚会議」という。）及び閣僚会議を補佐する新型イン

フルエンザ等に関する関係省庁対策会議（以下、「関係省庁対策会議」という。）の枠

組みを通じ、政府一体となった取組を総合的に推進する。 

指定行政機関は、政府行動計画等を踏まえ、相互に連携を図りつつ、新型インフル

エンザ等が発生した場合の所管行政分野における発生段階に応じた具体的な対応を

あらかじめ決定しておく。 

国は、新型インフルエンザ等の発生時に、政府対策本部で基本的対処方針を決定し、

対策を強力に推進する。その際、国は、新型インフルエンザ等対策推進会議等の意見

を聴きつつ、対策を進める。また、国民等や事業者等の理解や協力を得て対策を行う

ため、感染症や感染対策に関する基本的な情報の提供・共有を行う。 

 
 



13 
 

（２）県及び市の役割 

県及び市は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、国の基本的対処方針に基づ

き、自らの区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、その区域

において関係機関が実施する新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する責務を

有する。 

 
【県】 

県は、特措法及び感染症法に基づく措置の実施主体としての中心的な役割を担って

おり、国の基本的対処方針に基づき、地域における医療提供体制の確保やまん延防止

に関し、的確な判断と対応が求められる。 

このため、平時において医療機関との間で病床確保、発熱外来、自宅療養者等への

医療の提供、後方支援又は医療人材の派遣に関する医療措置協定１０を締結し、医療提

供体制を整備することや、民間検査機関や宿泊施設等と検査等措置協定１１を締結し、

検査体制を構築すること等、医療提供体制、保健所、検査体制、宿泊療養等の対応能

力について、計画的に準備する。 

また、措置協定の内容とともに、県行動計画で定める各対策の実効性を確保するた

め、埼玉版 FEMA１２の訓練を毎年度実施し、関係機関との連絡体制、役割分担、状況に

応じた連携及び業務フロー等を確認するとともに、関係機関同士の顔の見える関係を

平時から構築することにより、感染症有事の際の迅速な体制移行及び感染症対策の実

行につなげることとする。  

さらに、感染症有事の情報収集体制を整備するとともに、関係機関と連携のもと、

諸外国の先行事例や論文等の分析を含めた調査研究を行う。 

こうした取組においては、県は、保健所を設置する市、感染症指定医療機関１３等で

構成される埼玉県感染症対策連携協議会１４（以下、「連携協議会」という。）等を通じ、

埼玉県地域保健医療計画１５（以下、「医療計画」という。）等について協議を行うこと

                                                      
１０  感染症法第 36 条の３第１項に規定に基づき、県と県内にある医療機関との間で締結される協定。 
１１  感染症法第 36 条の６第１項に規定する新型インフルエンザ等に係る検査を提供する体制の確保や宿泊施

設の確保等を迅速かつ適確に講ずるため、病原体等の検査を行っている機関や宿泊施設等と締結する協定。 
１２  発生が想定される危機や災害ごとに対処すべき事項や役割分担を定めて、平時から訓練を繰り返すことに

よって、関係機関同士の強固な連結を推進し、県全体の危機・災 害対応力を強化しようとする取組。 
１３  感染症法第６条第 12 項に規定する感染症指定医療機関。 
１４  感染症法第 10 条の２第１項に規定する主に県と保健所設置市の連携強化を目的に、県内の保健所設置市、

感染症指定医療機関、消防機関その他関係機関を構成員として、県が設置する組織。 
１５  医療法第 30 条の４第１項の規定に基づき、県が定める医療提供体制の確保を図るための計画。 



14 
 

が重要である。また、感染症法における予防計画１６（以下、「予防計画」という。）に

基づく取組状況を毎年度国に報告し、進捗確認を行う。これらにより、平時から関係

者が一体となって、医療提供体制の整備や新型インフルエンザ等のまん延を防止して

いくための取組を実施し、PDCA サイクルに基づき改善を図る。 

 

【市】 

市は、住民に最も近い行政単位であり、住民に対するワクチンの接種や、住民の生

活支援、新型インフルエンザ等の発生時の要配慮者への支援に関し、国の基本的対処

方針に基づき、的確に対策を実施することが求められる。対策の実施に当たっては、

県や近隣の市町村と緊密な連携を図る。 

 

（３）医療機関の役割 

新型インフルエンザ等による健康被害を最小限にとどめる観点から、医療機関は、

新型インフルエンザ等の発生前から、地域における医療提供体制の確保のため、県と

医療措置協定を締結し、院内感染対策の研修、訓練や個人防護具１７を始めとした必要

となる感染症対策物資等の確保等を推進することが求められる。また、新型インフル

エンザ等の患者の診療体制を含めた、業務継続計画１８の策定及び連携協議会等を活用

した地域の関係機関との連携を進めることが重要である。 

新型インフルエンザ等の発生時には、感染症医療及び通常医療の提供体制を確保す

るため、医療機関は、医療措置協定に基づき、県からの要請に応じて、病床確保、発

熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援又は医療人材の派遣を行う。 

 

（４）指定地方公共機関の役割 

指定地方公共機関は、新型インフルエンザ等が発生した場合は、特措法に基づき、

新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する。 

 

                                                      
１６  感染症法第 10 条に規定する都道府県及び保健所設置市等が定める感染症の予防のための施策の実施に関

する計画。 
１７  マスク、ゴーグル、ガウン、手袋等のように、各種の病原体、化学物質、放射性物質、その他の危険有害

要因との接触による障害から個人を守るために作成・考案された防護具。 
１８  不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、又は中断しても可能な限り短い期間で復旧させる

ための方針、体制、手順等を示した計画。 
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（５）登録事業者１９の役割 

特措法第 28 条に規定する特定接種の対象となる医療の提供の業務又は国民生活及

び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者については、新型インフルエンザ等の

発生時においても最低限の国民生活を維持する観点から、それぞれの社会的使命を果

たすことができるよう、新型インフルエンザ等の発生前から、職場における感染対策

の実施や重要業務の事業継続等の準備を積極的に行うことが重要である。 

新型インフルエンザ等の発生時には、その業務を継続的に実施するよう努める。 

 

（６）一般の事業者の役割 

事業者については、新型インフルエンザ等の発生時に備えて、職場における感染対

策を行うことが求められる。 

市民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれのある新型インフルエン

ザ等の発生時には、感染防止の観点から、一部の事業を縮小することが必要な場合も

想定される。特に多数の者が集まる事業を行う者については、感染防止のための措置

の徹底が求められるため、平時からマスクや消毒薬等の衛生用品等の備蓄を行うよう

に努める等、対策を行う必要がある。 

 

（７）市民の役割 

新型インフルエンザ等の発生前から、新型インフルエンザ等に関する情報や発生時

に取るべき行動等、その対策に関する知識を得るとともに、日頃からの健康管理に加

え、基本的な感染対策（換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避け

る等）等の個人レベルでの感染対策を実践するよう努める。また、新型インフルエン

ザ等の発生時に備えて、個人レベルにおいてもマスクや消毒薬等の衛生用品、食料品

や生活必需品等の備蓄を行うよう努める。 

新型インフルエンザ等の発生時には、発生の状況や予防接種等の実施されている対

策等についての情報を得て、感染拡大を抑えるための個人レベルでの対策を実施する

よう努める。  

                                                      
１９  特措法第 28 条に規定する医療の提供の業務又は国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業

者であって厚生労働大臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているもの。 
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３ 対策の基本項目と横断的な視点 

（１）対策の基本項目 

市行動計画は、新型インフルエンザ等対策の２つの主たる目的である「感染拡大を

可能な限り抑制し、市民の生命及び健康を保護する」こと及び「市民生活及び市民経

済に及ぼす影響が最小となるようにする」ことを達成するための戦略を実現する具体

的な対策を定めるものである。 

それぞれの対策の切替えのタイミングを示し、関係機関等においても分かりやすく、

取り組みやすいようにするため、以下の７項目を市行動計画の主な対策項目とする。 

 ① 実施体制 

 ② 情報収集・提供・共有、リスクコミュニケーション 

 ③ まん延防止 

 ④ ワクチン 

 ⑤ 保健 

 ⑥ 物資 

 ⑦ 市民生活及び市民経済の安定の確保 

 

（２）複数の対策項目に共通する横断的な視点  

新型インフルエンザ等対策の実効性を向上させるため、以下の ① から ③ までの

視点は、複数の対策項目に共通して考慮すべき事項である。それぞれ考慮すべき内容

は以下のとおりである。  

 

① 人材育成  

感染症危機管理の対応能力を向上させるためには、平時から中長期的な視野に立

って感染症危機管理に係る人材育成を継続的に行うことが不可欠である。  

その際には、特に専門性の高い人材の育成を進めるとともに、多くの人が感染症

危機管理に携わる可能性があることも踏まえて、より幅広い人材を対象とした訓練

や研修等を通じ人材育成を行い、感染症危機対応を行う人材の視野を広げる取組を

行うことが重要である。  
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② 市、国及び県との連携  

国や県との適切な役割分担の下、国が基本的な方針を定め、それを基に、県が感

染症法や特措法に基づく措置の実施主体としての役割を担い、医療提供体制の確保

等の対策の実施を地域の実情に応じて行う。市は、県と連携して感染拡大防止の対

策を行うとともに、住民に最も近い行政として予防接種や市民の生活支援等の役割

も期待されている。  

新型インフルエンザ等の発生の初期段階からの迅速な対応を可能にするために

は、新型インフルエンザ等に関するデータや情報の円滑な収集や共有・分析等が感

染症危機の際に可能となることが求められる。このため、平時から国や県との連携

体制やネットワークの構築に努める。  

新型インフルエンザ等対策に当たっては、平時から、国や県との意見交換を進め、

新型インフルエンザ等の発生時における対策の立案及び実施に当たって、対策の現

場を担う市及び県の意見を適切に反映させることが重要である。  

 

③ ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進  

感染症危機対応には、DX の推進や技術革新による対応能力の強化が重要となる。  

国は DX 推進の取組として、接種対象者の特定や接種記録の管理等の予防接種事

務のデジタル化及び標準化による全国ネットワークの構築、電子カルテ情報の標準

化等を進めていくとともに、国と地方公共団体、各地方公共団体間、行政機関と医

療機関等との間の情報収集・共有、分析の基盤を整備していくことが重要であると

している。 

市としても、国、県及び各地方公共団体間、行政機関と医療機関との間の情報収

集・共有、分析の基盤の整備に協力していくことが重要である。 
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朝霞市新型インフルエンザ等対策行動計画

準備期
発生前の段階

初動期
国内で発生した段階

対応期1
発生の初期段階

対応期2
国内で感染が拡大する時期

対応期3
ワクチン等により

対応力が高まる時期

対応期4
流行状況が収束する時期

①実施体制

・必要に応じた計画の見直し
・感染症の発生に備えた訓練
の実施
・業務継続計画の作成、変更

・関係部局間での情報共有
・市対策本部の設置準備
・市及び関係機関における実
施体制の強化

・まん延防止等重点措置や緊
急事態措置に備えた人員体制
の確保

・新型インフルエンザ等緊急
事態解除宣言がなされた際の
市対策本部の廃止

②情報収集・提供・共有
リスクコミュニケーション

・感染症に関する情報提供、
共有
・偏見、差別等に関する啓発
・県と市の間における情報の
提供、共有

③まん延防止
・換気、マスク、手洗いなど
感染症対策として想定される
対策の周知

・換気、マスク、手洗いなど
感染症対策として想定される
対策の周知
・業務継続計画に基づく対応
の準備

・不要不急の外出自粛の注意
喚起
・基本的な感染対策の実施の
勧奨

・市内事業、高齢者施設等に対
する感染症対策の徹底の要請
・学級閉鎖、休校等の要請
・公共交通機関等に対する利用
者へのマスク着用の励行の呼び
かけ等の要請

・感染拡大に伴うリスクが低
下したと認められる場合は、
強度の低いまん延防止対策へ
の移行を検討

・特措法によらない基本的な
感染症対策への移行

④ワクチン

・迅速にワクチン接種を進め
るための体制の整備
・ワクチン接種に必要となる
資材の確保方法の確認

・健康被害に対する対応

⑤保健
・感染対策（換気、マスク、
手洗い等）の情報提供
・平時からの保健所との連携

・感染症の発生の公表後に備
え、保健所、消防機関、医師
会等との連携の強化

・有症状者等からの相談対応 ・有症状者等からの相談対応

⑥物資

⑦市民生活及び
市民経済の安定の確保

・感染症の発生備えて、行政
手続き等のＤＸの推進を図る
・感染症対策物資の備蓄
・一時的に遺体を安置できる
施設の把握、検討

・市民に対する生活関連物資
の購入に関する適切な行動の
呼びかけ
・一時的に遺体を安置できる
施設の準備

・市対策本部の設置
・緊急事態措置に関する総合調整

・感染症対策物資の備蓄

・新たな感染症に関する情報の収集、提供（双方向のコミュニケーションの実施）
・感染者や医療従事者等に対する偏見、差別等への対応

・感染症まん延防止措置により生じる心身への影響に対する措置
・生活支援を要する高齢者、障害者への支援
・臨時休校等により生じる学びの継続への支援
・一時的に遺体を安置できる施設の確保
・感染症まん延防止措置により影響を受けた事業者への支援
・ごみ収集、上下水道の供給等の機能の維持
・その他、感染症まん延防止措置により生じた市民生活、社会経済活動への必要な支援

・特定接種（エッセンシャルワーカー、医療従事者等）への接
種の実施
・住民接種の実施（接種順位の決定）
・ワクチンの効果、副反応等に関する情報の提供
・健康被害に対する対応

・接種体制の準備（医師会、歯科医師会、薬剤師会等への協
力の要請）

・県が実施する健康観察への協力
・県が実施する患者や濃厚接触者への生活支援への協力
・保健所業務への保健師への派遣
・有症状者等からの相談対応

・感染症対策物資の備蓄及び備蓄品の確認
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Ⅲ 各論 

１ 実施体制 

（１）準備期 

新型インフルエンザ等が国内外で発生し又はその疑いがある場合は、事態を的確に

把握し、全国一体となった取組を推進することが重要である。 

そのため、あらかじめ、関係機関の役割を整理するとともに、感染症有事に機能す

る指揮命令系統等の構築と拡張可能な組織体制の編成及び確認、それぞれの役割を実

現するための人員の調整、縮小可能な業務の整理等を行う。 

また、研修や訓練を通じた課題の発見や改善、練度の向上等を図るとともに、定期

的な会議の開催等を通じて関係機関間の連携を強化する。 

 

1-1 市行動計画の見直し 

市は、特措法第８条第８項の規定に基づき、必要に応じ、新型インフルエンザ等

の発生に備えた市行動計画を見直していく。 

 

1-2 実践的な訓練の実施 

市は、政府行動計画及び県行動計画の内容を踏まえ、新型インフルエンザ等の発

生に備えた実践的な訓練を実施する。 

 

1-3 市行動計画等の作成や体制整備・強化 

① 市は、市行動計画を作成・変更する。市は、市行動計画を作成・変更する際に

は、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の

意見を聴く。 

② 市は、新型インフルエンザ等の発生時において強化・拡充すべき業務を実施す

るために必要な人員等の確保及び有事においても維持すべき業務の継続を図る

ため、業務継続計画を作成・変更する。 

③ 市は、特措法の定めのほか、市対策本部に関し、必要な事項を条例で定める。 
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④ 市は、新型インフルエンザ等対策に携わる事務職員等の養成等を行う。 

 

1-4 国及び地方公共団体等の連携の強化 

① 市、国、県及び指定（地方）公共機関は、相互に連携し、新型インフルエンザ

等の発生に備え、平時からの情報共有、連携体制の確認及び訓練を実施する。 

② 市、国、県及び指定（地方）公共機関は、新型インフルエンザ等の発生に備え、

国内の業界団体や関連する学会等の関係機関と情報交換等を始めとした連携体

制を構築する。 
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（２）初動期 

新型インフルエンザ等が国内外で発生し又はその疑いがある場合には、事態を的確

に把握するとともに、市民の生命及び健康を守るため、緊急かつ総合的な対応を行う

必要がある。そのため、準備期における検討等に基づき、市対策本部の設置準備を進

め、市及び関係機関における対策の実施体制を強化し、初動期における新型インフル

エンザ等対策を迅速に実施する。 

 

2—1 新型インフルエンザ等の疑いを把握した場合の措置  

国が国内外で新型インフルエンザ等の発生の疑いがあると判断した場合には、市

が把握した情報を、速やかに関係部局や関係機関と情報共有し、市の初動対応につ

いての検討を行う。  

 

2-2 新型インフルエンザ等の発生が確認された場合の措置 

① ＷＨＯが急速にまん延するおそれのある新たな感染症の発生を公表する等、新

型インフルエンザ等の発生が確認された場合には、市は、直ちに関係部局間での

情報共有を行う。 

② 国が政府対策本部を設置した場合や県が県対策本部を設置した場合において、

市は、必要に応じて、対策本部を設置することを検討し、新型インフルエンザ等

対策に係る措置の準備を進める。 

③ 市は、必要に応じて、1 準備期の 1-2 を踏まえ、必要な人員体制の強化が可能

となるよう、全庁的な対応を進める。 

 

2-3  迅速な対策の実施に必要な予算の確保 

市は、機動的かつ効果的な対策の実施のため、国からの財政支援を有効に活用す

ることを検討するとともに、必要に応じて、対策に要する経費について地方債を発

行することを検討し、所要の準備を行う。 

 

  



22 
 

（３）対応期 

初動期に引き続き、病原体の性状等に応じて、国内での新型インフルエンザ等の発

生から、特措法によらない基本的な感染症対策に移行し、収束するまで途中の病原体

の変異も含め長期間にわたる対応も想定されることから、市及び関係機関における対

策の実施体制を持続可能なものとすることが重要である。 

感染症危機の状況並びに市民生活及び市民経済の状況や、各対策の実施状況に応じ

て柔軟に対策の実施体制を整備し、見直すとともに、感染症の特徴や病原体の性状（病

原性、感染力、遺伝子型等）を踏まえ、特に医療のひっ迫、病原体の変異及びワクチ

ンや治療薬・治療法の開発・確立等大きな状況の変化があった場合に、柔軟かつ機動

的に対策を切り替えることで、重症者・死亡者の極小化及び社会経済活動との両立を

図りながら感染症危機に対応することを目指す。 

 

3-1  基本となる実施体制の在り方 

新型インフルエンザ等が発生した場合、朝霞市新型インフルエンザ等対策本部条

例に基づき、市長を本部長として設置し、総合的な対策を実施する。 

市対策本部の組織は、朝霞市新型インフルエンザ等対策本部設置要綱（以下、「本

部要綱」という。）に基づき、関係部署の部長等を本部員とし、業務を分担して新型

インフルエンザ等対策に当たる。 

なお、本部要綱に基づき、情報収集及びまん延防止等重点措置や緊急事態措置に

備えた必要な対策等を実施するため、迅速に必要な人員体制を確保する。 

 

3-2  職員の派遣・応援への対応 

① 市は、新型インフルエンザ等のまん延により当市がその全部又は大部分の事務

を行うことができなくなったと認めるときは、県に対し、特定新型インフルエン

ザ等対策の事務の代行を要請する。 

② 市は、その区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があ

ると認めるときは、他の市町村又は県に対して応援を求める。 
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3-3  必要な財政上の措置 

市は、国からの財政支援を有効に活用するとともに、必要に応じて地方債を発行

して財源を確保し、必要な対策を実施する。 

 

3-4  緊急事態宣言の手続 

市は、緊急事態宣言がなされた場合は、直ちに市対策本部を設置する。 

市は、緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、

緊急事態措置に関する総合調整を行う。 

 

3-5  市対策本部の廃止 

市は、新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言（新型インフルエンザ等緊急事態

が終了した旨の公示をいう。）がなされたときは、遅滞なく市対策本部を廃止する。 
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２ 情報収集・提供・共有、リスクコミュニケーション 

（１）準備期 

感染症危機において、対策を効果的に行うためには、市民、医療機関、事業者等と

のリスク情報とその見方の共有等を通じて、市民等が適切に判断・行動できるように

することが重要である。このため、平時から、市は、市民等の感染症に対する意識を

把握し、感染症危機に対する理解を深めるとともに、リスクコミュニケーションの在

り方を整理し、体制整備や取組を進める必要がある。 

具体的には、市民等が、可能な限り科学的根拠等に基づいて、適切に判断・行動で

きるよう、平時から普及啓発を含め、感染症対策等について適時に必要な情報提供・

共有を行い、感染症に関するリテラシー２０を高めるとともに、市による情報提供・共

有に対する認知度・信頼度の一層の向上を図る。 

また、新型インフルエンザ等が発生した際の円滑な情報提供・共有や、可能な限り

双方向のコミュニケーション２１に基づいたリスクコミュニケーションができるよう、

発生状況に応じた市民等への情報提供・共有の項目、手段、情報の受取手の反応や必

要としている情報を把握し、更なる情報提供・共有に活かす方法等について整理し、

あらかじめ定める。 

 

1-1  感染症に関する情報提供・共有 

市は、新型コロナの取組を風化させることのないよう、平時から県等と連携して、

感染症に関する基本的な情報、基本的な感染対策（換気、マスク着用等の咳エチケ

ット、手洗い、人混みを避ける等）、感染症の発生状況等の情報、新型インフルエン

ザ等に関する情報、発生時に取るべき行動やその対策等について、市民等の理解を

深めるため、SNS 等の各種媒体を利用し、可能な限り多言語で、継続的かつ適時に、

分かりやすい情報提供・共有を行う。これらの取組を通じ、市による情報提供・共

有が有用な情報源として、市民等による認知度・信頼度が一層向上するよう努める。 

                                                      
２０  健康に関する医学的・科学的な知識・情報を入手・理解・活用する能力（ヘルスリテラシー）の一環。 
２１  地方公共団体、医療機関、事業者等を含む市民等が適切に判断・行動することができるよう、県による一

方向の情報提供だけでなく、多様な手段を活用して情報の受取手の反応や関心を把握・共有して行うコミ

ュニケーション。 
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その際、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも大きく寄与す

ることについて啓発する。 

なお、保育施設や学校、職場等は集団感染が発生する等、地域における感染拡大

の起点となりやすいことや、高齢者施設等は重症化リスクが高いと考えられる者の

集団感染が発生するおそれがあることから、関係機関と連携して、感染症や公衆衛

生対策について丁寧に情報提供・共有を行う。また、学校等においては、こどもに

対する分かりやすい情報提供・共有を行う。 

 

1-2  偏見・差別等に関する啓発 

市は、感染症は誰でも感染する可能性があるもので、感染者やその家族、所属機

関、医療従事者等に対する偏見・差別等は、許されるものではなく、法的責任を伴

い得ることや、患者が受診行動を控える等感染症対策の妨げにもなること等につい

て啓発する。これらの取組等を通じ、市による情報提供・共有が有用な情報源とし

て、市民等による認知度・信頼度が一層向上するよう努める。 

 

1-3  迅速かつ一体的な情報提供・共有の体制整備  

① 市は、新型インフルエンザ等の発生状況に応じ、市民等へ情報提供・共有する

内容について整理する。また、市民等が必要な情報を入手できるよう、高齢者、

こども、日本語能力が十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等への適切

な配慮をしつつ、情報提供・共有する媒体や方法について整理する。 

② 市として一体的かつ整合的な、いわゆるワンボイス２２での情報提供・共有を行

うことができるよう、必要な体制や方法を整理する。 

③ 市は、新型インフルエンザ等発生時に、関係団体等を通じた情報提供・共有を

円滑に行うことができるよう、あらかじめ双方向の情報提供・共有の在り方を整

理する。 

 

                                                      
２２ 複数の情報源から異なる情報が発信されるのではなく、単一の、合意されたメッセージ（一つの声）

を発すること。 
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1-4  県と市の間における感染状況等の情報提供・共有 

市は、市民にとって最も身近な行政主体として、市民に対するきめ細かいリスク

コミュニケーションを含む周知・広報や住民からの相談受付等を実施するため、新

型インフルエンザ等の患者等の健康観察に関して県に協力を求める。 

また、市は、準備期において情報を整理し、県との情報提供・共有を行う。 

 

1-5 双方向のコミュニケーションの体制整備や取組の推進 

① 市は、可能な限り双方向のリスクコミュニケーションを適切に行うことができ

るよう、情報の受取手である市民等の反応や必要としている情報を把握し、更な

る情報提供・共有に活かす方法等を整理し必要な体制を整備する。 

② 市は、新型インフルエンザ等発生時に、国からの要請があった場合、市民等か

らの相談に応じるため、コールセンター等の相談体制を構築できるよう準備す

る。また、住民ニーズに応じた相談体制を構築するための準備をする。 
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（２）初動期 

新型インフルエンザ等の発生又は発生の疑いを踏まえ、感染拡大に備えて、市内外

の情報収集を行い、市民等に新型インフルエンザ等の特性や対策の状況等に応じた的

確な情報提供・共有を行い、準備を促す必要がある。 

具体的には、市民等が、可能な限り科学的根拠等に基づいて、適切に判断・行動で

きるよう、市民等の関心事項等を踏まえつつ、その時点で把握している科学的根拠等

に基づいた正確な情報について、当該感染症に関する全体像が分かるよう、迅速に分

かりやすく提供・共有する。 

その際、双方向のリスクコミュニケーションを行うよう努める。また、感染者等に

対する偏見・差別等は許されず、感染症対策の妨げにもなること等について情報提供・

共有するとともに、偽・誤情報の拡散状況等を踏まえ、その時点で得られた科学的知

見等に基づく正確な情報を繰り返し提供・共有する等、市民等の不安の解消等に努め

る。 

なお、市は、その時点で把握している国内外の科学的知見等に基づき、新型インフ

ルエンザ等の特性、国内外における発生状況、有効な感染防止対策等について、当該

感染症に関する全体像が分かるよう、市民等に対し、以下のとおり情報提供・共有す

る。 

 

2-1 情報収集から得られた情報や対策の共有 

市は、新たな感染症が発生した場合は、市内外からの情報収集から得られた情報

や対策について、市民等に迅速に提供・共有する。 

 

2-2 迅速かつ一体的な情報提供・共有 

① 市は、市民等が情報を受け取る媒体やその受け止めが千差万別であることから、

準備期にあらかじめ定めた方法等を踏まえ、利用可能なあらゆる情報媒体を整

備・活用し、上記の情報について、迅速かつ一体的に情報提供・共有を行う。 

  その際、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも大きく寄

与することを含めて、行動変容に資する啓発を進めるとともに、冷静な対応を促

すメッセージを発出するよう努める。 
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  また、市民等が必要な情報を入手できるよう、高齢者、こども、日本語能力が

十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等への適切な配慮をしつつ、理解

しやすい内容や方法での情報提供・共有を行う。 

  なお、初動期以降においては、特に市民の関心の高い発熱外来等の医療提供体

制に関する情報について、迅速に市民に情報提供・共有する。 

② 市は、市民等の情報収集の利便性向上のため、必要な情報を集約の上、総覧で

きるウェブサイトを立ち上げる。 

③ 市は、準備期にあらかじめ整理された情報提供・共有の在り方を踏まえ、関係

団体等を通じた情報提供・共有を行う。 

 

2-3 双方向のコミュニケーションの実施 

① 市は、感染症対策を円滑に進めていく上で、関係者の理解や協力を得ることが

重要であることから、一方向の情報提供だけでなく、コールセンター等に寄せら

れた意見等を通じて、情報の受取手である市民等の反応や関心を把握し、双方向

のリスクコミュニケーションを行うよう努める。 

② 市は、市民等が感染症対策に必要な情報を理解できるよう、国または県が作成

した市町村向けのＱ＆Ａ等を活用し、ウェブサイトを整備する。また、コールセ

ンター等に寄せられた質問事項等から、市民等の関心事項等を整理し、Ｑ＆Ａ等

に反映する。 

 

2-4 偏見・差別等への対応 

市は、感染症は誰でも感染する可能性があるもので、感染者やその家族、所属機

関、医療従事者等に対する偏見・差別等は、許されるものではなく、法的責任を伴

い得ることや、患者が受診行動を控える等感染症対策の妨げにもなること等につい

て、その状況等を踏まえつつ、適切に情報提供・共有する。 
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（３）対応期 

感染症危機において、対策を効果的に行うためには、リスク情報とその見方の共有

等を通じて、市民等が適切に判断や行動できるようにすることが重要である。このた

め、市は、市民等の関心事項等を踏まえつつ、対策に対する市民等の理解を深め、リ

スク低減のパートナーとして、適切な行動につながるよう促す必要がある。 

具体的には、市民等が、可能な限り科学的根拠等に基づいて、適切に判断・行動で

きるよう、市民等の関心事項等を踏まえつつ、その時点で把握している科学的根拠等

に基づいた正確な情報について、迅速に分かりやすく提供・共有する。 

その際、双方向のリスクコミュニケーションを行うよう努める。また、個人レベル

での感染対策が社会における感染拡大防止にも大きく寄与することや、感染者等に対

する偏見・差別等は許されず、感染症対策の妨げにもなること等について情報提供・

共有するとともに、偽・誤情報の拡散状況等を踏まえ、その時点で得られた科学的知

見等に基づく情報を繰り返し提供・共有する等、市民等の不安の解消等に努める。 

 

3-1  迅速かつ一体的な情報提供・共有 

① 市は、市民等が情報を受け取る媒体やその受け止めが千差万別であることから、

準備期にあらかじめ定めた方法等を踏まえ、利用可能なあらゆる情報媒体を整

備・活用し、上記の情報について、迅速かつ一体的に情報提供・共有を行う。 

  その際、個人レベルでの感染対策が社会における感染拡大防止にも大きく寄

与することを含めて、行動変容に資する啓発を進めるとともに、冷静な対応を促

すメッセージを発出するよう努める。 

  また、市民等が必要な情報を入手できるよう、高齢者、こども、日本語能力が

十分でない外国人、視覚や聴覚等が不自由な方等への適切な配慮をしつつ、理解

しやすい内容や方法での情報提供・共有を行う。 

  なお、市民の関心の高い発熱外来等の医療提供体制に関する情報については、

引き続き市民に情報提供・共有する。 

② 市は、市民等の情報収集の利便性向上のため、関係部局の情報等について、必

要に応じ、集約の上、総覧できるウェブサイトを運営する。    
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3-2  双方向のコミュニケーションの実施 

① 市は、感染症対策を円滑に進めていく上で、関係者の理解や協力を得ることが

重要であることから、一方向の情報提供だけでなく、コールセンター等に寄せら

れた意見等を通じて、情報の受取手である市民等の反応や関心を把握し、双方向

のリスクコミュニケーションを行うよう努める。 

② 市は、市民等が感染症対策に必要な情報を理解できるように、国が作成した市

町村向けのＱ＆Ａ等を活用しつつ、ウェブサイトを更新する。また、コールセン

ター等に寄せられた質問事項等から、市民等の関心事項等を整理し、Ｑ＆Ａ等に

反映する。 

 

3-3  偏見・差別等や偽・誤情報への対応 

市は、感染症は誰でも感染する可能性があるもので、感染者やその家族、所属機

関、医療従事者等に対する偏見・差別等は、許されるものではなく、法的責任を伴

い得ることや、患者が受診行動を控える等感染症対策の妨げにもなること等につい

て、その状況等を踏まえつつ、適切に情報提供・共有する。あわせて、偏見・差別

等に関する国、県、市町村及び NPO 等の各種相談窓口に関する情報を整理し、市民

等に周知する。 

また、市民等のメディアや情報に関するリテラシーの向上が図られるよう、SNS 等

各種媒体による偽・誤情報の流布に対する啓発等を行うとともに、それらの情報の

否定や訂正等も含め正確な情報について、市等の広報媒体を通じた積極的な発信を

継続する。 
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３ まん延防止 

（１）準備期 

新型インフルエンザ等の発生時に、確保された医療提供体制で対応できるレベルに

感染拡大のスピードやピークを抑制することで、市民の生命及び健康を保護する。こ

のため、対策の実施に当たり参考とする必要のある指標やデータ等の整理を平時から

行う。 

また、感染症有事におけるまん延防止対策への協力を得るとともに、まん延防止対

策による社会的影響を緩和するため、市民や市内事業者の理解促進に取り組む。 

 

1-1 新型インフルエンザ等発生時の対策強化に向けた理解及び準備の

促進等 
 

① 市は、市行動計画に基づき、新型インフルエンザ等対策として想定される対策

の内容やその意義について、周知広報を行う。その際、新型インフルエンザ等の

まん延を防止し、市民の生命と健康を保護するためには、市民一人一人の感染対

策への協力が重要であることや、実践的な訓練等を行うことの必要性について

理解の促進を図る。 

② 市及び学校等は、換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避け

る等の基本的な感染対策の普及を図る。 

  また、自らの感染が疑われる場合は、相談センター２３に連絡して指示を仰ぐ

ことや、感染を広げないように不要不急の外出を控えること、マスクの着用等の

咳エチケットを行う等の感染症有事の対応等について、平時から理解の促進を

図る。 

③ 市は、まん延防止等重点措置による休業要請、新型インフルエンザ等緊急事

態２４における緊急事態措置による不要不急の外出の自粛要請や施設の使用制限

                                                      
２３  新型インフルエンザ等の発生国・地域からの帰国者等又は患者への濃厚接触者であって、発熱・呼吸器症

状等がある方からの相談に応じるための電話窓口。 

２４  特措法第 32 条に規定する新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国

民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるものとして政令で定める要件に該当

する事態。 


